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このようなことはありませんか？

□そもそもマイナンバー制度についてよくわからない

□同制度に対してどのような準備をしたらいいのかわからない

□従業員へどのように説明したらいいのかわからない

口特定個人情報の漏えい対策は不十分だと思う

ロパソコンのセキュリティ対策は不十分だと思う

特定個人情報保護法！強化された罰則規定

個人番号関係事務又は個人番号利用事務に　　　4年以下の懲役若しくは調万円以下の罰金

従事する者又は従事していた者が、　　　　　　又は併科（第67条）
正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供

上記の者が、不正な利益を図る目的で、個人番号　3年以下の懲役若しくは且50万円以下の罰金

を提供又は盗用　　　　　　　　　　　　　　　又は併科（第68条）

人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は財物　3年以下の懲役若しくは鰻万以下の罰金
の窃取、施設への侵入等によ引国人番号を取得
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あなたの企業で取り組むべきマイテンパ二瓶は裏面へ
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